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君津中央病院企業団運営委員会 会議録 

 

１ 日時   令和６年１月２９日（月） １４時００分～１６時１５分 

２ 場所   君津中央病院アメニティ棟３階 会議室Ｂ・Ｃ 

３ 議題   （１）令和６年度君津中央病院企業団病院事業会計予算について 

（２）君津中央病院企業団経営強化プランについて 

（３）君津中央病院企業団第６次５か年経営計画の見直しについて 

（４）その他 

４ 出席者 

  委員会委員 

   千葉市病院事業管理者                 山本 恭平 

独立行政法人 地域医療機能推進機構 理事長      山本 修一 

千葉県病院局長                    山崎 晋一朗 

船橋市病院事業管理者                                 髙原 善治 

君津木更津医師会病院部会 副会長                      本吉 光隆 

公益社団法人千葉県看護協会 会長                      寺口 惠子 

市民代表委員                                  佐久間 清治 

   医業経営コンサルタント                樋口 幸一 

 

構成市 

木更津市  健康こども部長                鶴岡 賢一 

君津市  健康こども部長               小石川 洋 

      富津市   健康福祉部長                          石井 太 

   袖ケ浦市 市民子育て部長               千田 和也 

 

  企業団事務局 

   企業長          田中 正      病院長         海保 隆 

副院長（患者総合支援センター長） 柳澤 真司      副院長（学校長）     藤森 基次 

分院長         北湯口 広   看護局長        北 清美 

医療技術局長           児玉 美香   事務局長              竹下 宗久 

事務局次長（学校事務長）   佐伯 哲朗      庶務課長       國見 規之 

人事課長         石井 利明      医事課長       重信 正男 

管財課長         黒木 淳一      財務課長       小柳 洋嗣 

経営企画課長        相原 直樹 

──────────────────────────────────────── 

                               （１４時００分開会） 

 

＜佐伯事務局次長＞ 

 それでは定刻になりましたので、ただいまから令和５年度第２回君津中央病院企業団運営

委員会を始めさせていただきます。 

本日は、大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日の司

会を務めさせていただきます事務局次長の佐伯でございます。よろしくお願いいたします。 

続きまして、定足数の確認をさせていただきます。本日は、委員９名のうち８名の方にご
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出席をいただいております。当委員会設置要綱第６条第２項に規定された会議開催の定足数

を満たしておりますので、会議が成立することをご報告いたします。 

続きまして、資料の確認をさせていただきます。事前に配布しております資料ですが、「会

議次第」、「席次表」、「委員名簿」、「資料１」、「資料２」、「資料３」、「資料４」、「資料５」及び

「資料６」の合計９点と、本日配布いたしました「会議資料の訂正について」の正誤表にな

ります。お揃いでない方がいらっしゃいましたら、その場で挙手をお願いいたします。 

それでは、開会に当たりまして、企業長の田中よりご挨拶申し上げます。 

 

＜田中企業長＞ 

企業長の田中でございます。委員会の開会にあたりまして、一言、御挨拶を申し上げます。 

委員の皆様におかれましては、御多忙のところご出席賜りまして、誠にありがとうござい

ます。令和６年は、元日の能登半島地震に始まり、２日の羽田空港における航空機事故と、

過去に類を見ない波乱の幕開けとなりました。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り

いたしますとともに、被災された方々には心よりお見舞い申し上げ、被災地の一日も早い復

興を心よりお祈りする次第でございます。当院では、この度の地震発生に際し、県からの要

請によりＤＭＡＴを２隊派遣いたしました。第１隊は１月１３日から１６日まで被災地での

医療救護活動を行い、１７日に帰院いたしました。第２隊は２４日に当院を出発し、現在、

その任務にあたっているところでございます。実は、２か月前の昨年１１月に当院において、

震度６強の地震発生を想定した、保健所、当院ＤＭＡＴ及びその他の関連機関との連携によ

る災害訓練と院内の災害訓練を合わせて実施しました。今回の災害を目の当たりにし、不断

の備えの重要性を再認識したところでございます。 

ところで、令和６年度の診療報酬改定でございますが、政府は先月、技術料などの医療行

為の対価にあたる本体部分について、医療職等の人件費や食材費等の高騰への対応として、

診療報酬を０．８８％引き上げる一方で、薬価、材料価格をともに引き下げ、全体で０．１

２％のマイナス改定とすることの大枠が示されました。これまで重ねられてきた審議も大詰

めを迎えており、当院もその動向を注視しつつ情報収集に努めているところでございます。 

さて、本日の委員会では、「令和６年度君津中央病院企業団病院事業会計予算について」、

「君津中央病院企業団経営強化プランについて」、「君津中央病院企業団第６次５か年経営計

画の見直しについて」の３つを議題とさせていただいております。委員の皆様の幅広い御意

見を賜りますようお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 

 

＜佐伯事務局次長＞ 

ありがとうございました。 

ここで、諸般の報告がございます。昨年１０月１日付けで、大佐和分院長の交代がござい

まして、田中に代わり北湯口が就任いたしました。それでは、挨拶をお願いします。 

 

＜北湯口分院長＞ 

 ただいまご紹介いただきました北湯口でございます。微力ではございますが、地域医療の

発展に向け力を尽くして参りたいと思いますので、どうぞご指導のほどよろしくお願いしま

す。 

 

＜佐伯事務局次長＞ 

ありがとうございました。 

それでは、これより議事に入りたいと思います。当委員会設置要綱第６条第１項の規定に
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より、委員長が会議の議長を務めることとなっております。 

それでは、山本委員長よろしくお願いいたします。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

それでは、会議次第に基づき進めさせていただきます。 

議題「（１）令和６年度君津中央病院企業団病院事業会計予算について」、事務局より説明

をお願いします。 

 

＜小柳財務課長＞ 

 財務課長の小柳でございます。議題「（１）令和６年度君津中央病院企業団病院事業会計予

算について」を説明いたします。資料１の１ページをご覧ください。まず、項番１におきま

して、令和６年度予算の概要をお示ししてございます。資料に沿って「（１）予算編成の考え

方」から順に説明いたします。令和２年から３年以上にわたり新型コロナウイルス感染症へ

の対応が続いてきましたが、感染症法上の位置付けが「５類感染症」に移行し、ポストコロ

ナ医療体制の充実が求められるなか、令和６年度は、第６次５か年経営計画の４年目にあた

り、新たに策定した公立病院経営強化プランの実現に向けて取り組む年度でございます。こ

のため、当初予算の編成に当たっては、安定的な経営の確保、経営資源の有効活用、医師・

看護師等の確保と働き方改革への対応を重点項目とし、医療を取り巻く環境の変化に対応し

つつ、可能な限りの収入確保と支出抑制を盛り込んだ予算編成としております。 

続きまして、「（２）予算の骨子」では、それぞれの事業ごとに補足させていただきます。

まず、本院事業でございます。収益面では、堅実な業務量を設定するも、診療報酬のプラス

改定を考慮した診療単価の上昇により医業収益の増を見込むものでございます。費用面では、

電気及びガス料金の単価低下及び使用量減等による経費の減を見込む一方で、医師及び看護

師の増員や人事院勧告の影響、会計年度任用職員への勤勉手当支給等による給与費の増、高

額な腫瘍用薬等の使用量増による材料費の増、経年による修繕費の増等により医業費用の増

を見込むものでございます。投資的経費では、建物附属設備の更新工事や生体情報管理シス

テム及び手術用内視鏡システム等の医療機器整備により施設機能及び医療機能の維持・充実

を図るものでございます。構成市負担金は、今後の資本的収支予算の財源確保のために、継

続的かつ一定規模の繰入れが必要でございますが、収益的収支予算での需要増に対応するた

め、資本的収支予算への繰入れを行わず、収益的収支予算にこれを充てるものでございます。 

続きまして、分院事業でございます。収益面では、診療報酬のプラス改定を考慮して入院

単価の上昇を見込むも、近年の業務量の減に鑑み医業収益の減を見込むものでございます。

費用面では、人事院勧告の影響や会計年度任用職員への勤勉手当支給等による給与費の増を

見込む一方で、材料費、経費及び減価償却費の減により医業費用の減を見込むものでござい

ます。 

最後に、看護師養成事業でございます。収益面では、令和４年度に引き上げました授業料

が全学年に適用されることによる増収の一方で、高等教育の修学支援新制度による減免者数

の増や入寮者数の減、入寮者の受益者負担分の減により事業収益の減を見込むものでござい

ます。費用面では、人員増等による給与費の増を見込む一方で、電気料金単価の低下等によ

る経費の減や学校校舎建設に係る長期前払消費税額の償却終了により事業費用の減を見込む

ものでございます。 

続きまして、資料２ページの項番２をご覧ください。予算第２条で定める業務の予定量で

ございます。ここでお示しします表は、左から２列目のＡ列が令和６年度予算案、Ｂ列が令

和５年度当初予算、Ｃ列はこれらの比較増減としてございます。まずは、「（１）本院事業」
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でございますが、病床数はご覧のとおり変わりございません。延患者数は、入院は令和５年

度当初予算から１．１％の減となる１８万２，５００人、外来は令和５年度当初予算から６．

４％の減となる２６万７，３００人といたしました。これらを１日平均患者数でみますと、

入院は令和５年度当初予算から０．８％の減となる５００人、外来は令和５年度当初予算か

ら６．４％の減となる１，１００人となるものでございます。 

続きまして、「（２）分院事業」でございます。本院同様、病床数に変わりはございません。

延患者数は、入院は令和５年度当初予算から６．５％減となる１万９５０人、外来は令和５

年度当初予算から増減無しの４万９５人といたしました。これらを１日平均患者数でみます

と、入院は令和５年度当初予算から６．３％減の３０人、外来は令和５年度当初予算から増

減無しの１６５人となるものでございます。 

最後は、「（３）看護師養成事業」でございます。３学年合わせまして、令和５年度の予定

量に対して１．１％増となる１８１人を予定しております。 

 続きまして、資料３ページをご覧ください。項番３におきまして、予算第３条で定める収

益的収入及び支出をお示ししてございます。まず、「（１）概要」でございます。３ページの

表は、企業団全体の収益的収入及び支出をお示しする表でございまして、表の左から２列目

のＡ列が令和６年度予算案の金額、Ｂ列が令和５年度当初予算、Ｃ列がそれらの比較増減額

となるものでございます。右側４ページの摘要欄の記載に沿ってご説明いたしますので、適

宜、左の表と併せてご確認くださいますようお願いいたします。なお、左右見開きによる説

明は、１６ページまで続きますので、ご了承くださいますようお願いいたします。また、こ

こでの金額は、万円単位の説明とさせていただきます。 

それでは、まず予算規模でございます。企業団全体の予算規模は２５２億２,４６２万円で、

令和５年度当初予算比で９，３４５万円、０．４％の増を見込むものでございます。 

続きまして、収益的収入でございます。本院及び分院の医業収益合計額は２２４億５８８

万円で、令和５年度当初予算比で３億７，４９１万円、１．７％の増を見込むものでござい

ます。医業外収益と看護師養成事業収益の合計額は２８億１，８７４万円で、このうち３事

業合わせました構成市負担金は１７億９，４００万円を計上するものでございます。これら

によります収入の総額は、令和５年度当初予算と比較しまして９，３４５万円、０．４％の

増となるものでございます。 

続きまして、収益的支出でございます。本院及び分院の医業費用合計額は２３７億８，１

９２万円で、令和５年度当初予算比で４億５，２３０万円、１．９％の増を見込むものでご

ざいます。医業収益に対する医業費用の割合は１０６．１％で、令和５年度当初予算比で０．

２ポイントの上昇となっております。企業団管理費、医業外費用及び看護師養成事業費用の

合計額は１４億２，２７０万円を見込むものでございます。特別損失は、令和５年度保険者

請求分に係る査定減額等により１,５００万円を計上するものでございます。これらによりま

す支出の総額は、令和５年度当初予算と比較し１億５，６５０万円、０．６％の増となるも

のでございます。以上によります収益的収支では、本院事業、分院事業及び看護師養成事業

で収支均衡を見込むものでございます。 

続きまして、資料の５、６ページをご覧ください。（２）におきまして、事業別の収支をお

示ししてございます。６ページの摘要欄の記載に沿って説明いたします。本院事業収益全体

では、令和５年度当初予算に対しまして１．９％増となる２４１億４，９３３万円を見込ん

でおります。入院収益は、コロナ患者収容のために受入制限していた病床のフル稼働等を予

定するも、令和５年度実績を踏まえまして患者数の減を見込む一方で、診療報酬のプラス改

定を考慮した診療単価の上昇による増収を見込むものでございます。先ほどの業務の予定量

におきまして、１日平均患者数を５００人と申し上げましたが、これに係る一般病床、特殊



 - 5 - 

病床ごとの予定患者数は、６ページ上段の表でお示ししてございます。外来収益は、令和５

年度実績を踏まえまして患者数の減を見込む一方で、腫瘍用薬等の高額薬剤の使用増等によ

る診療単価の上昇を見込むことによる増収としております。その他医業収益は、人間ドック

利用者数の減を見込むことによる減収としております。国県補助金は、ドクターヘリ運営事

業補助金３億３０４万円や周産期母子医療センター運営事業補助金４，４９８万円等を計上

するものでございます。負担金交付金は、構成市負担金のほか、県からの国民健康保険特別

調整交付金６９９万円を見込むものでございます。保育所収益は、保育児数の減による減収

としております。長期前受金戻入は、平成３０年度の電子カルテシステム更改に係る戻入が

減額となることによる減収としております。その他医業外収益は、施設使用業者の受益者負

担分で電気料金単価の低下及び使用量の減並びにガス料金単価の低下を見込むことによる減

等を見込むものでございます。 

５ページ中段の表でお示ししますのは、本院事業費用でございます。本院事業費用全体で

は、令和５年度当初予算に対して１．９％増となる２４１億３，１３３万円としております。

まず、医業費用につきましては、令和５年度当初予算に対しまして３．５％増となる１２６

億４，４２８万円としております。この内訳につきましては、まず、給与費がございます。

６ページ中ほどの摘要欄にて、職員数の増減、給与費の主な増減理由をお示ししてございま

すが、増減につきましては、昇給、人事院勧告の影響、会計年度任用職員への勤勉手当支給

による増がある一方で、時間外勤務手当の減により、令和５年度当初予算に対しまして３．

５％増となる１２６億４，４２８万円を見込むものでございます。 

続きまして、資料の７、８ページをご覧ください。材料費でございます。薬品費では、高

額な腫瘍用薬や生物学的製剤の使用量の増を見込むことによる増額、診療材料費は、共同購

入の活用や価格交渉等による購入単価の減を見込むことによる減額、給食材料費は、食材料

費の高騰による影響を見込むことによる増額により、令和５年度当初予算に対しまして２．

４％増となる６１億７，４５４万円を見込むものでございます。 

続きまして、経費でございます。光熱水費では、電気及びガス料金の単価低下及び使用量

減を見込むことによる減額、修繕費では、経年劣化や点検等により必要となった建物附属設

備、医療機器等の修繕を計上し、賃借料では、内視鏡システムの機器更新に伴う症例単価の

上昇や再リースとしているカーテンの更新等を見込むことによる増額、委託料は、医療器械

保守、設備保守、ドクターヘリ運航、院内清掃、医師紹介等、職員では行えない業務や職員

を雇用して行うより委託した方が効率的な業務を委託することにより、令和５年度当初予算

に対しまして３．０％減となる２９億７，６０６万円を見込むものでございます。 

続きまして、減価償却費では、建物附属設備分は、耐用年数経過による減を上回る償却開

始による増があることによる増額、器械備品分は、平成２９年度に取得した手術支援ロボッ

ト及び全身用ＣＴ撮影装置、平成３０年度に取得した電子カルテシステムの耐用年数経過等

による減額を見込み、資産減耗費は、Ｘ線テレビシステム等の医療機器や医用画像情報シス

テム等の備品の除却を見込むものでございます。 

続きまして、続いて、医業費用最後の研究研修費は、医学洋書の価格高騰等による増額を

見込むものでございます。 

続きまして、医業外費用でございます。令和５年度当初予算に対しまして０．９％の減と

なる１１億２，５１４万円としております。その内訳でございますが、支払利息では、現病

院建設起債分の償還やガスコージェネレーション設備リースの経過による減額、保育所運営

費では、保育所運営業務委託料の契約差金による減額、その他医業外費用では、貯蔵品購入

増に伴う雑損失の増、固定資産購入に係る長期前払消費税額償却の減等を見込むものでござ

います。 
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続きまして、資料９、１０ページをご覧ください。分院事業でございます。分院事業収益

全体では、令和５年度当初予算に対しまして１．４％減となる７億９,４３１万円を見込んで

おります。この内訳でございますが、医業収益におきましては、入院収益は、診療報酬のプ

ラス改定を考慮して診療単価の上昇を見込む一方で、令和５年度実績を踏まえ、患者数の減

を見込むことによる減収、外来収益は、近年の単価推移等を踏まえ、患者数・診療単価とも

に令和５年度当初予算と同数を見込むものでございます。その他医業収益は、インフルエン

ザワクチン接種件数の増を見込むことによる増収としております。 

続きまして、医業外収益でございます。負担金交付金は、構成市負担金のほか、千葉県か

らの国民健康保険特別調整交付金を見込み、その他医業外収益は、二次救急輪番待機回数の

増等による増収を見込むものでございます。 

続きまして、９ページの中段の表でお示ししますのは、分院事業費用でございます。分院

事業費用全体では、令和５年度当初予算に対して１．４％減となる７億９,２３１万円として

おります。このうち、医業費用については、令和５年度当初予算に対して１．３％減となる

７億７,７７８万円としておりますが、この内訳については、まず給与費については、１０ペ

ージ中ほどの摘要欄にて、職員数の増減、給与費の主な増減理由をお示ししてございますが、

増減については本院と同様な理由のほかに、職員構成の変動による減により、令和５年度当

初予算に対して１．４％増となる５億７,５３０万円を見込むものでございます。 

続きまして、材料費では、薬品費及び診療材料費は、令和５年度実績を踏まえ購入分の減

を見込むことによる減額とし、経費では、光熱水費は、電気料金単価の低下を見込むことに

よる減額、修繕費は、リハビリ棟外壁補強工事、医療機器等修繕を計上、委託料は、医用画

像管理システム更新に伴う保守料の減等による減額を見込むものでございます。 

続きまして、資料１１、１２ページをご覧ください。減価償却費は、建物では平成３年度

に取得した管理診療棟、医療機器では平成２９年度に取得したＸ線ＴＶシステムの耐用年数

経過等による減額、資産減耗費は、医用画像管理システム等の更新対象資産の除却を見込む

ものでございます。 

続きまして、医業外費用でございます。貯蔵品購入減に伴う雑損失の減、固定資産購入に

係る長期前払消費税額償却の増等を見込むものでございます。 

続きまして、１１ページ２段目の表からは、看護師養成事業をお示ししてございます。看

護師養成事業収益全体では、令和５年度当初予算に対しまして０．４％減となる２億８,０９

８万円を見込んでおります。その内訳につきましては、学費収益は、授業料の引上げによる

増を見込む一方で、高等教育の修学支援新制度による授業料・入学金の減免者数増を見込む

ことによる減収、負担金交付金は、構成市負担金として学校運営費及び高等教育無償化対応

経費を計上し、その他事業収益は、学生寮入寮者数の減や電気料金単価の低下による入寮者

の受益者負担分の減を見込むことによる減収を見込むものでございます。 

続きまして、看護師養成事業費用でございます。看護師養成事業費用全体では、令和５年

度当初予算に対しまして０．４％減となる２億８,０９８万円としております。その内訳でご

ざいますが、まず給与費につきましては、１２ページ下段の摘要欄にて、職員数の増減、給

与費の主な増減理由をお示ししてございますが、増減につきましては、本院と同様な理由の

ほか、職員数の増により８００万円増となったことにより、令和５年度当初予算にたいしま

して７．４％増となる１億６,９０２万円を見込むものでございます。 

続きまして、資料１３、１４ページをご覧ください。教育費では、カリキュラム改正に伴

い外部実習が減ることによる謝金の減を見込むことによる減額、経費では、光熱水費は、電

気及びガス料金単価の低下を見込むことによる減額、賃借料は、コピー機のリース単価が令

和５年度予算編成時の想定より低下したことによる減額、寄宿舎費では、光熱水費は、電気
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料金単価の低下を見込むことによる減額、減価償却費は、償却開始による増を上回る耐用年

数経過による減があることによる減額、研究研修費は、研修のオンライン化による旅費の減

を見込むことによる減額、支払利息は、看護学校校舎及び学生寄宿舎の企業債支払利息額を

計上し、長期前払金消費税額償却は、平成２５年度看護学校建設に係る分の償却終了による

減額を見込むものでございます。 

続いて、１３ページ中段の表からは、特別損益・予備費をお示ししてございます。特別利

益につきましては、その他特別利益におきまして、退職手当組合からの還付金収入及び現病

院建設に係る元金償還金への繰入収益化額の計上がないことによる減収、特別損失につきま

しては、過年度損益修正損失は、令和６年２月及び３月分の保険者請求分のうち査定減分の

欠損処理予定額を、本院・分院でそれぞれ計上するものでございます。 

続きまして、資料１５、１６ページをご覧ください。項番４におきまして、予算第４条で

定める資本的収入及び支出をお示ししてございます。（１）は、概要でございます。まず、資

本的収入につきましては、令和５年度当初予算に対して１８．３％減となる６億９,００１万

円としております。その内訳でございますが、企業債は、本院建設改修工事分１億８,８００

万円、本院医療機器整備分４億２００万円、本院情報システム整備分１億円を計上するもの

でございます。他会計負担金は、令和４年度から現病院建設に充てた企業債に係る元金償還

金への繰入れを計上しておりましたが、令和６年度は収益的収支での需要が大きく、資本的

収支への繰入れを行わなかったものでございます。 

続きまして、１５ページ中段の表は、資本的支出をお示ししてございます。資本的支出全

体では、令和５年度当初予算に対しまして４．３％減となる２４億１４１万円としておりま

す。この内訳でございますが、建設工事費では、本院は、病棟他ＬＥＤ照明器具更新工事外

１１件の建物附属設備等の更新工事を見込み、分院は、病棟及び外来診察室エアコンの更新

工事を見込み、学校は、高圧キュービクル電力量計の更新工事を見込むものでございます。

医療機械器具費では、手術用内視鏡システム等の増設や生体情報管理システム、質量分析装

置及び手術用ナビゲーションシステム等の更新を見込む外、故障時対応分として５,５００万

円を計上するものでございます。備品費では、本院は、再来受付・外来呼出システム、医用

画像３次元解析システム、聴力検査システム等の情報システム関連備品、温冷配膳車等の給

食関連備品等の整備を見込み、分院は、往診用公用車や診察券発行機等の整備を見込み、学

校は、看護実習の質向上のため、小児用身体触診シミュレータの整備を見込むものでござい

ます。リース資産購入費では、ガスコージェネレーション設備に係るリース料を計上するも

のでございます。企業債償還金は、現病院建設分１０億２,４３７万円、汚水管接続換え分５

９３万円、建物附属設備改修工事分５,７５６万円、医療機器等整備分３億８,３２１万円、

看護学校建設分２，６５７万円、学生寄宿舎建設分２,１７８万円、長期貸付金は、医師確保

対策の一つである研究資金貸付制度、令和６年度は２名の貸付を見込むものでございます。

これらによります収支不足額は１７億１,１４１万円となってございます。 

続きまして、（２）では、資本的収支不足額の補てんをお示ししてございます。ただ今（１）

概要でお示ししました資本的収支不足額１７億１,１４１万円は、損益勘定留保資金９億２,

４７３万円、減債積立金７億８,３４８万円、消費税等資本的収支調整額３２０万円で補てん

するものでございます。また、現病院建設に充てた企業債に係る元金償還金１０億２,４３７

万円の財源として、減債積立金のうち７億８,３４８万円を使用するものでございます。 

続きまして、資料１７ページをご覧ください。項番５におきまして、その他の予算に定め

る事項を掲げてございます。（１）は、予算第５条で定める債務負担行為でございます。表で

お示ししますとおり、手術支援ロボット専用電気メスジェネレーター賃借、カーテン賃借の

２件を定めるものでございます。（２）は、予算第７条で定める一時借入金の限度額でござい
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まして、前年度と同額としております。（３）は、予算第１１条で定める重要な資産の取得及

び処分を掲げるもので、医療機器、備品ともに表でお示ししますものとしております。 

続きまして、資料１８ページをご覧ください。企業団第６次５か年経営計画の主要施策に

対して予算措置したもののうち、新規事業に係るものを掲げるものでございます。「（１）安

定的な経営の確保」におきましては、収益の確保におきまして、入院及び外来患者数の増と

して、病床管理業務支援システムに３条予算で２５７万円、４条予算で９００万円診療単価

の向上としまして、施設基準管理システムの活用に１３２万円、原価計算システムの導入に

３条予算で８３万円、４条予算で７３７万円を計上するものでございます。 

続きまして、「（２）良質で安全な医療の提供」におきまして、良質な医療の提供では、高

度専門医療及び専門医療の提供として、ロボット支援下手術の拡大に５４１万円、医療の質

の向上では、教育・研修等の充実として、臨床研修評価の書面調査の受審に３万円、専門看

護師の養成に６０万円、病院機能評価認定基準の維持として、病院機能評価更新審査の受審

に２７７万円、デジタル化への対応では、ＲＰＡの導入に５５万円、サイバー保険への加入

に２７０万円、施設・設備及び医療機器等の整備では、施設・設備の計画的な整備として、

建物修繕費に１億５,０２２万円、建設工事費に１億９,１１４万円、医療機器等の計画的な

導入・更新として、本院で４億８,５６７万円、分院で１,８９７万円、情報システムの計画

的な導入・更新として、１億１,４４０万円、分院の施設機器の維持では、建物修繕費に４０

４万円、建設工事費に１,０５８万円を計上するものでございます。 

続きまして、「（３）勤務環境の整備」におきまして、医師の働き方改革への対応では、医

師の働き方改革に関する人事・労務管理研修の実施に１８万円、勤務環境の整備では、働き

やすい職場環境の整備としてメンタルヘルス・ハラスメント対策コンサルティングサービス

業務の委託に１９０万円をそれぞれ計上するものでございます。 

続きまして、資料２０ページをご覧ください。令和５年度以前からの継続事業を掲げてご

ざいます。後ほどご覧になっていただければと思います。 

続きまして、資料２１、２２ページをご覧ください。構成市負担金に関する参考資料でご

ざいます。各事業に対する運営費の積算の内訳を示すもの、あるいはその根拠となる利用者

数等をお示しする資料でございます。 

「令和６年度君津中央病院企業団病院事業会計予算について」の説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 ありがとうございました。ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等はございますか。 

 それでは、私から質問させていただきます。令和６年度は、コロナ後の最初の予算という

ことになると思いますが、この３年間の予算編成の方針と大きく変わった点はございますか。 

 

＜小柳財務課長＞ 

 一番大きな部分は業務量でございまして、今まではコロナの影響を見ないという予算編成

としておりましたが、５類になってからは、コロナの影響で稼働を制限していた病床がござ

いますので、そこを段階的に再稼働させるという方針で予算を編成しております。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 入院患者数を前年度よりも少なく見積もっていらっしゃいますが、この地域で君津中央病

院は一番大きな病院ですけれども、例えば高齢者人口等の推移など、そういったことをお考

えになっているのでしょうか。 
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＜小柳財務課長＞ 

 具体的な高齢者人口等は加味しておりません。実績で各病棟の１日平均患者数を見ながら

推移を考えて編成したものでございます。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 補足させていただきます。今回の令和６年度予算は、１日平均入院患者数を全体で５００

人と設定しております。令和５年度当初予算では５０４人としておりました。全体としては

４人減らしているのですが、この根拠としては、財務課長の方からも実勢という言葉があり

ましたが、今年度１１月あたりまでの進捗でいきますと、全体で４９０人と減っております。

この減った分の内訳ですが、看護配置が７対１の一般病棟に関しては、多少減っていますけ

れども１ポイントも変わっていません。大きく減っているところは、小児、結核、新生児等

の特殊病棟となっております。先ほど高齢者というお話もありましたが、出生数等で見て、

新生児あるいは小児科病棟に関しては、今後も増えていく見込みはないと判断しております。

それ以外の一般病床につきましては、現在病棟スタッフ等が手薄になっていることで減少し

ておりますので、これにつきましては何とか令和６年度中に解決させて、先ほど申し上げた

７対１の一般病棟の稼働率は８５％以上と設定したものとなっております。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 ありがとうございます。 

 

＜髙原委員＞ 

 原価計算システムの導入とありますが、これは十数年前にとても流行ったのですが、これ

をやることによって、良いところは良いのですが、悪いところが見えてしまうと嫌気がさし

てしまって、特に医師からは「こんなことやられるなら辞めてしまおう。」というようなこと

も聞かれました。どのようなメリットがあるのかと考えたときに、診療科によっても利益に

差があり、診療科の特色によると思いますので、原価計算システムは使い方が非常に難しい

と思います。どのように利用するのかというところをお聞きしたいと思います。 

 

＜小柳財務課長＞ 

 原価計算システムにつきましては、以前試験的に導入して、その結果を院内に報告したこ

とがあると聞いております。その時には今お話にあったようなことが、院内の反応としてあ

ったということも聞いておりますが、一番のメリット、目的としましては、現在の原価的な

ものがどのようになっているかということを視覚化することができておりませんので、費用、

収益の実際のところを視覚化することを第一に考えているところでございます。そこから、

院内への周知等をどのようにするか考えていかなければならないと考えています。 

 

＜海保病院長＞ 

 少し付け加えさせていただきますと、以前経営コンサルを入れたときに原価計算を行った

のですが、各診療科の比較となると色々と不平不満が出てきますし、麻酔科のように全体に

関わるところだと収益をどのように出すのかとか、計算の仕方によっても違ってくるので、

あくまでも目的は経年的変化です。各診療科を経年的に見ていくことを目的にしています。 

 

＜山本恭平委員長＞ 
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 ありがとうございます。他にご質問等はございますか。 

 

＜山本修一委員＞ 

 ６ページで、先ほどの病床数のお話で確認させていただきたいのですが、届出病床数は６

６０床と理解しておりますが、実働病床数は現在のところ何床なのでしょうか。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 現在の実働病床数は６１１床となっております。 

 

＜山本修一委員＞ 

 そうしますと、現在の予算書は６６０床ベースなのか、６１１床ベースなのか、どちらで

計算をされているのでしょうか。特に看護師配置、人件費の部分で跳ねると思いますので、

この辺りの積算の根拠を教えていただきたいと思います。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 経費の積算の根拠となる病床数はどちらなのかということですね。 

 

＜山本修一委員＞ 

 あと私が申し上げたいのは、実働病床数を６１１床とすると、現状配置している看護師の

数は６１１床ベースという理解ができると思いますが、それに対して見込の患者数が５００

人と見込んでいらっしゃるということは、例えば１病棟くらい閉めて経費を減らすという考

えも当然あると思いますが、その辺りの検討はどのようになっているのでしょうか。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 先ほどのご質問に対する回答も含めてですが、人件費がどちらの方に対して設定されてい

るかというのは、実は令和６年度の予算においては非常に不明確なところがあります。先ほ

ど少し触れましたが、一部の病棟では、許可病床に対して１００％稼働させるだけのマンパ

ワーが現状無いと言われていて、そこは休床が発生しております。ただ、これまでの看護師

の人数を見ていくと、特に減らしているところは無いということになります。これについて

は、以前と比較して長期で休暇を取る職員が増えている、あるいは、新人看護師が夜勤に入

ることができるようになるのが以前と比べて遅くなっているというところが、夜勤看護師の

充足を損なっているという話を院内でもしていたところです。そして、人件費はどちらにシ

フトしているのかということでございますが、実働病床数に合わせた看護師配置になってい

るということで、給与費を設定しているというところでございます。 

 

＜山本修一委員＞ 

 ５００人という予定患者数に合わせた人件費の見込みという理解でよろしいですね。 

 それから、６ページに「診療報酬のプラス改定を考慮した診療単価の上昇」というとても

楽観的なことが書いてありますが、具体的に診療単価はいくらからいくらに上がると見込ま

れているのか、そこの数字を教えてください。 

 

＜小柳財務課長＞ 

 資料５ページの上段になりますが、２，２００円の上昇を見込んでおります。 
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＜山本修一委員＞ 

 ２，２００円上昇の根拠は何ですか。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 診療単価を上げた理由としましては、過去の改定率から収益に与えた影響度を見まして、

令和６年度改定率に当てはめて試算したものでございます。 

  

＜山本修一委員＞ 

 ありがとうございます。 

 もう一つ細かいところですが、「人間ドック利用者数の減を見込む」とありますが、具体的

に年間何人のところが何人になると見込んでいるのでしょうか。 

 

＜重信医事課長＞ 

 人間ドックにつきましては、令和５年度予算では３，６４５人を見込んでいたのですが、

令和６年度予算では３，１００人を見込んでおります。 

 

＜山本修一委員＞ 

 なぜ伺ったかと言いますと、人間ドックは非常に利益率の高いところなので、単価が結構

高いとなると、ここの減を固く見込んでいるのはいいのですが、令和５年度が３，６４５人

ならば５，０００人を目指すとか、そういった経営戦略はないのかなと思って質問したとい

うのが本心です。 

 もう一つ費用のところで伺いたいのですが、給与費が３．５％アップ、委託費も５％アッ

プとなっており、収入がそれほどアップする見込みがない中で、給与費はある程度しょうが

ないと思いますが、委託費が５％アップというのは、物価高騰などで色々と契約が難しくな

っているということは、経験上、承知はしているところではございますが、この辺りの伸び

を抑えるためにどのような工夫や努力をされているかということをお伺いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 委託費につきましては、委託費に集計されるものは様々なものがあると思いますが、人的

委託につきましては、医事課の外来を委託にして数年経っておりますが、これについては、

実は令和６年度は増額の回答が来ております。これに関しては、人件費が上がっているとい

うような理由で来ているのですが、人件費をそのまま契約金に反映させるというのは、企業

としてはそのまま上げられても困るということで、価格交渉を繰り返しております。医療機

械等の保守につきましては、保守の対象の部分をできるだけ無駄のないような形にしてもら

って、保守の対象項目を絞ることによって、保守契約の価格を絞るというような働きかけを

しております。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 他にご質問等はございますか。 

 

＜樋口委員＞ 

 資料１ページの予算の骨子のところで、構成市負担金とあります。私は以前から気になっ

ているのですが、構成市の財政状況は色々とあると思うのですが、令和６年度は資本的収支
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には入れていないということですね。収益的収支は、総務省の副大臣通知の金額と比較して

合理的な計算で算出しているのでしょうか。 

 それから、前回は資本的収支の方に若干入れていましたが、毎年入れないと経営の実態が

よくわからなくなってしまうと思います。その辺りが気になったものですから、お考えをお

聞きしたいと思います。 

 

＜小柳財務課長＞ 

 樋口委員のおっしゃるとおりでございまして、令和６年度につきましては予算編成上、資

本的収支には繰入れておりません。 

 先ほどの、総務省からの毎年通達があります操出基準額に基づく計算がなされたうえで算

出しているかということについては、この操出基準に基づく計算で、一旦金額をお示しした

うえで、企業団として「これだけは」という金額を毎年度４市との負担金協議の中でお示し

しております。この中には資本的収支、特に現病院建設に係る企業債償還分を入れたものを

お示ししているところでございますが、これを４市の中で協議してから、４市と企業団で協

議して最終的な総額を繰入れているところでございます。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 補足させていただきますが、いわゆる操出基準に基づく金額は、ここ数年２８億円、２９

億円と３０億円に近い額になっております。大雑把に申し上げますと、そのうち３条分が２

０億円、４条分が１０億円という計算になっておりますが、操出基準に基づく金額というの

は、様々な捉え方ができるので、構成市としてはこの数字を参考にすることは無いと言われ

ています。その代わりに、どのような数字を使っているかと言いますと、操出基準どおりに

一般財源から繰り出した場合は、その一部を交付税交付金でみるというようなスキームがあ

りますので、現在は、交付税交付金に基づく試算額を操出額、負担金の目安としています。

そうしますと、大体総額が１８億円前後となりまして、これだけだと３条分で全て費やして

しまうので、これに加えてここ数年は４億円くらい追加で要望しています。これで大体２２

億円くらいになります。結果としては、交付税交付金の試算額に落ち着いて、こういった額

になっているという状況です。 

 

＜樋口委員＞ 

気になったのは、負担金は約１５億円弱くらいですが、この金額は合理的な金額なのでし

ょうか。 

 

＜小柳財務課長＞ 

 企業団から４市へ提示する金額が合理的かどうかというご質問でしょうか。それとも、そ

の協議が合理的かどうかということでしょうか。 

 

＜樋口委員＞ 

 構成市から３条予算の収益的収支がきちんともらえているのかどうか。病院は色々と努力

されてやっていると思いますが、その実態が見えなくなってくる。それから資本的収支につ

いては、現在は財源がありますが、これから色々な設備の修理などが出てくると思いますの

で、３年、５年先がこれで良いのかどうか。そういった懸念をしております。資料を読んで

いくとわかるのですが、構成市からの負担金がほとんど変わっていないというのが気になっ

て、それで実際の病院の運営に支障が出ないかどうか、そういったことを考えていかなけれ
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ばならないと思いますので、それだけはお願いしたいと思います。 

 

＜海保病院長＞ 

 我々も将来的にこのままではまずいと思っています。毎年構成市と協議しているのですが、

その結果がこれで、なかなか増えないというのが現状です。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 他にご質問等はございますか。 

 

＜山崎委員＞ 

 資料の１８ページなのですが、病床管理業務支援システムを導入するとのことですが、こ

れは電子カルテのアドオンみたいなものなのか、スタンドアローンで新しいシステムが入る

のか、どのようなイメージなのでしょうか。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 大きな括りでいうと、電子カルテとは別のメーカーのシステムになります。病棟のマップ

のようなものが展開されるものです。ただ、そこには当然電子カルテの中に入院予定日や退

院予定日が入っていないと意味のあるものにはなりませんので、電子カルテとの接続は必要

になってくるものでございます。 

 

＜山崎委員＞ 

 ありがとうございます。 

 君津中央病院では、いわゆるベッドコントロールの責任者は看護部門なのでしょうか。ま

たは事務部門なのでしょうか。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 病床管理については、患者総合支援センターの中に病床管理を担う部署がございます。医

師が責任者となっております。日々のベッドコントロールに関しては、看護局が高い割合で

コミットしていると承知しております。 

 

＜山崎委員＞ 

 ありがとうございます。 

 もう一点、先ほど原価計算システムの話が出ていましてが、県立病院でも令和３年度くら

いから導入しております。先ほど髙原委員が質問なさったようなことは当然あって、海保病

院長がお答えされたように、診療科間で比べてもどうしようもないのかなという感じはして、

ただ、私どもも費用がどれくらいかかっているかということを知ってもらいたくて、売り上

げが多い診療科や診療行為はあるのですけれども、売り上げが多いから必ずしも良いとは限

らないところもあるので、そういったところの見える化をしたくて。ただ、私どももまだま

だ全然使いこなせていないのですけれども。今度君津中央病院が導入されたら使い方など情

報共有できたらと思います。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 ありがとうございます。他にご質問等はございますか。 
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（意見・質問なし） 

 

＜山本恭平委員長＞ 

それでは、議題（１）「令和６年度君津中央病院企業団病院事業会計予算について」は、終

わりにしたいと思います。 

 続きまして、議題（２）「君津中央病院企業団経営強化プランについて」、事務局より説明

をお願いします。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 それでは、「君津中央病院企業団経営強化プランについて」ご説明いたします。資料は、資

料２「君津中央病院企業団経営強化プラン（案）」、資料３「企業団経営強化プラン変更箇所

一覧」をご用意いただければと思います。それでは、強化プランについては、前回の委員会

にて説明をさせていただいておりますので、簡単な説明とさせていただきます。今回は、前

回の委員会以降の各会議等においてご意見をいただいた項目について、修正しております。 

また、人口推計データが先月に公表されましたので、そのデータをもとにグラフ等を更新し

ております。また、前回空欄としておりました各数値目標につきましては、「第６次５か年経

営計画」から抜粋し、令和９年度までの計画としています。その変更箇所につきましては、 

資料３「企業団経営強化プラン変更箇所一覧」のとおりとなります。説明は以上です。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

ありがとうございます。ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等はございますか。 

 数字等については、先ほどご説明のありました予算等を基に入れ込んであるということで

すね。 

 

＜髙原委員＞ 

 ２６ページの紹介率、逆紹介率の部分なのですが、紹介率が７５％以上で、逆紹介率はそ

れよりも低くなっています。一般的に紹介された患者を必ず返していると、紹介率よりも逆

紹介率の方が高くなると思います。船橋市立医療センターでは、紹介で来た患者さんはその

場で紹介状を書いて、治療が終わったらもう一度どこかへ紹介すると。紹介が２倍になるの

で、逆紹介率の方が高くなります。なぜそのようなことを私がやれと言ったのかというと、

開業の先生に聞くと、送った患者さんを受け取ってくださるか、その後どうなっているかが

心配だと。この２つを押さえることで非常に連携が良くなって、紹介率が上がってくるとい

うことを色々な先生からお聞きしたので、当院の医師にも必ずやっていただいて、逆紹介率

は１００％を超えています。病床利用率を上げようされていますが、人口もこれから増える

わけではないので、病床利用率を上げるためにも紹介の患者さんをどんどん受け入れるとい

うのも一つの戦略になると思うので、コメントさせていただきました。 

  

＜相原経営企画課長＞ 

 ただいまの紹介率、逆紹介率のお話ですが、地域性というものがあると推測されます。な

かなか当院からの紹介ができないというところもあると考えられます。 

 

＜山本修一委員＞ 

 私は、船橋市立医療センターの運営委員会にメンバーとして加わっていたことがあります

けれども、その時に伺ったのは、救急車やウォークインで来た患者さんもどこかに返してい
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るということでした。つまり、紹介で来た患者さんでなくてもどこかに紹介するということ

で、そういった循環は必要だと思います。とりあえず、どこか近くにクリニックに紹介状を

書いて、そこに行って診てもらうということをやることがとても重要であると思います。こ

れは医師会の先生方とウィンウィンの関係を築くうえでも重要なことであると思いますが、

海保病院長、いかがでしょうか。 

 

＜海保病院長＞ 

 そういった情報を聞いて、紹介状がない患者さんもかかりつけがないかどうか探していた

だいて、もしかかりつけあれば紹介状を書くような努力はしています。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 患者総合支援センターの方では、地域の医療機関に週１回程度訪問しまして、顔の見える

関係を作っているところでございます。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 他にご質問等はございますか。 

 

＜山本修一委員＞ 

 今後、患者数の増は見込めないとすると、やはり診療単価をどう上げていくかというとこ

ろが一番で、この病院のロケーション、規模でようやく次年度８万円台を目指すというのは、

低すぎないかなと思います。やはり、１０万円は無理だとしても、９万円台はいけるポテン

シャルなのではないかと常々思っているところでございます。診療単価を上げることに対し

てどういった方策をお考えなのか、まさに経営強化につながる、経営強化の本筋だと思いま

すが、その辺りのお考えをお聞かせください。 

 

＜田中企業長＞ 

 診療単価は当然病院の核ということで考えると、もっと上げた方が良いということなので

しょうが、当院は救急の患者さんが入りますと、どうしても診療単価が下がってしまいます。

定期入院を多く入れていくということになりますと、当然手術、あるいはその他の処置を入

れていくということで考えたいのですが、それも現時点ではまだ詰め込める可能性はありま

すけれども、手術室稼働率は６５％～７０％くらいということで、これをあまり上げすぎる

と、今度は緊急の手術に対応できなくなるということで、一方に特化してというところまで

はまだいっていないというのが現状と考えています。当然これから色々と考えていかなけれ

ばならないと思います。 

 

＜海保病院長＞ 

 診療単価を上げるには、当然平均在院日数を短くすれば上がるのですが、この地域は回復

期病床が足りなくて、どうしても転院する先が見つからなくて長期入院になってしまうとい

うところがあります。そして現在分院の建て替えを考えているのですが、分院に回復期病床

を持たせて、本院で入院期間が長くなってしまった患者さんを分院に送るということを考え

ていますがまだこれからの話で、５年先、１０年先になるかわからないですけれども、現状

はそういったところです。 

 

＜山本修一委員＞ 
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 私は、診療単価を上げるために在院日数を短くする必要は全然ないと思います。やはり、

ＤＰＣ入院期間Ⅱを目安にして、そこから１日、２日はみ出しても、それでベッドが空いて

しまうと本末転倒になりますので、そこは、現状は１１．３日で、この病院の規模としては

普通だと思いますので、むしろ診療内容をどう変えていくかによって診療単価を上げるかと

いうところは、ぜひ目標値を定めて、こういったところで単価を上げていくという作戦を企

業長がおっしゃるように、救急が多くてなかなか単価が上がりにくいというところはあると

は思いますけれども、目標値を定めてベストバランスを探していただく、自然に上がってい

くのを待っていてもなかなか上がりませんし、その分経費がかさむということが出てきます

から、戦略的な対応が必要なのかなと考えます。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 他にご質問等はございますか。 

 

＜山崎委員＞ 

 資料３の「第５節 構成市からの負担金の考え方」についてですが、変更前と変更後を見

ると、変更前は先ほどご説明があったように操出基準に沿って算出した経費のうち真に必要

な経費を出しますよというのがこれまでのやり方で、変更後の下線の箇所は「操出基準に沿

って」という言葉が無くなって、「病院が黒字になるように頑張っていきます」、「結果を構成

市へ説明して、金額は相談して決めます」と私には読めるのですが、この操出基準のところ

の記載について、色々な事情があるかと思いますが、病院側にとってプラスの方向という認

識で書かれているのか、その辺りはニュートラルなのかわかりませんけれども、ここの文言

の変化の経緯について教えてください。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 ご指摘ありがとうございます。企業団としてどういった気持ちで記載したかということに

ついては、先ほどおっしゃられたように色々と交渉、相談をしながら決めたところです。先

ほど触れましたが、この操出基準によって得られた額というのは非常に大きな金額となって

おりまして、構成市にはそれを容易に理解してもらえないところですので、とりあえず今回

はその部分を省いたということになります。強化プランですので、令和９年度まで生きるも

のですので、その中で操出基準という言葉を省くことはどうなのかという考えもありました

が、まずはこの部分に関しては構成市の関心の高いところですので、現在の検討に沿った形

の協議に変えているというところでございます。 

 

＜山崎委員＞ 

 わかりました。そこは色々な経緯もあると思いますし、私から何か言えるところではない

のですけれども、君津中央病院は地域の急性期医療・中核医療を担っている病院ですし、医

療における状況が非常に厳しい状況が続くと思いますので、引き続き構成市の方々には公的

な医療の重要性をご理解いただいて、中長期的に医療が安定して提供できるようなご配慮を

構成市の方々を含めて、一緒に作り上げていっていただけたらと思います。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 他にご質問等はございますか。 

 

＜山本修一委員＞ 
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 大佐和分院の建て替えに関して、確かに５０年経っていて使えなくて急がなければならな

いということはもちろんなのですが、本院からのポストアキュートの受け入れ先がこの地域

は少ないというお話もあったので、建て替えて患者がきれいに流れるようになると、しかも

同一法人内でそれができるようになるというのは非常に理想的な環境だと思います。建て替

えそのものはぜひ進めていただければと思います。ただ、一方で資料２の２０ページを見て

思ったことは、本院からの転院患者の割合というのが出ているのですが、これは分院に入院

する患者のうち、本院からの転院患者の割合ということでしょうか。そうすると分院に入院

する患者のうち１割しか本院から転院してきていないということで、元々実績的にはそこま

で多くないのではないでしょうか。何がネックになっていてここまで低迷しているのでしょ

うか。例えば、同一法人内であれば３割くらいは本院からのポストアキュートなのかなとい

う大雑把な考えが成り立ちそうですが、そこが上がりきらない理由があるのでしょうか。 

それから、本院において急性期治療を終了した後、実際に転院する患者さんは何％くらい

いるのでしょうか。在宅に帰る患者さんが圧倒的に多いとは思いますが、どれくらいの患者

さんが転院していて、そのうちどれくらいが分院に転院しているのか、その辺りをきちんと

分析して、分院を建て替えたときの病床数をどうするのかというところも当然絡んでくると

思います。その辺りの検討はどのように進められているのか教えていただきたいと思います。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 ます、本院から分院への転院が少ない理由ですが、やはり分院の施設の老朽化というとこ

ろがあると思います。 

 

＜山本修一委員＞ 

 患者さんが行きたがらないということですか。 

 

＜海保病院長＞ 

 今は富津の患者さんしか行かないです。 

 

＜山本修一委員＞ 

 あとは、細かい数字はいらないので大雑把にどのような検討をされているか教えていただ

ければと思います。ただ建て替えありきではなく、本院との機能的な統合も含めた中での検

討が進められているかどうかというところを教えていただければと思います。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 以前、平成２８年に大佐和分院の建て替え計画を策定しております。その計画を院内で再

検討しているところでございます。そこでは、建て替え後の分院の病床数は８０床というこ

とで検討しています。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 数字についてですが、毎月転院待ちの患者さんを集計しているのですが、直近の集計では、

頭数にして約７０人の転院待ちがおります。そのうちのリハビリ病院への転院待ち患者さん

が、２つの施設で重複して集計しているのですが大体７０人程度です。この中で分院への転

院待ちは２人しかおりませんので、先ほどもご指摘がありましたように、なかなか少ないの

ですが、その理由に関しては先ほど申し上げたように施設の老朽化、あるいは分院の方で受

け入れる体制が整っていなかったりする場合があるということで、このような状況になって
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おります。 

  

＜山本修一委員＞ 

 そうすると、例えば回復期リハビリテーション病棟を始めるとか、そういったプランもあ

り得るということですか。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 はい。ポストアキュートとして有力なのは地域包括ケア病棟です。回復期リハビリテーシ

ョン病棟も検討の対象にはしておりますが、必要職種の人数との勘案で今後決定していくこ

ととしております。 

 

＜海保病院長＞ 

 転院待ちの人数については、コロナ禍のひどいときは１２０人くらいいたのですが、今は

減ってきて７０人くらいになっています。分院については、この診療報酬改定で高齢者救急

をどうするかということもありますので、その辺りの動向も見ていきたいと思います。 

 

＜山本修一委員＞ 

 あと、もう一つ施設関係でお聞きしたいのですが、本院は建ててから何年経っているので

しょうか。 

 

＜田中企業長＞ 

 ２００３年に建てています。 

 

＜山本修一委員＞ 

 ちょうど２０年ですね。そうすると、色々なところが老朽化してきて、修繕の費用は毎年

５億円くらい積んでいらっしゃるようにお見受けしましたが、ただ段々と色々なところの修

繕が必要になってきた場合に、大規模改修ということも次の５か年の中で検討を始めていか

なければならないと思います。それから、２０年経つと当然色々な治療のモダリティそのも

のが変わってきていて、当初の場所の配分では合わなくなってきている部分というのが多々

あると思います。それと急性期での必要病床数が本当はいくつなのか。入院患者数の予測が

５００人となっている中で、今後増やすということは相当難しいと思いますし、むしろ今後

更に減少することを考えると、病床数の問題、これは分院の病床をどうするかということと

関わると思います。本院の病床を分院に移すということも当然あり得ると思いますので、そ

の辺りの本院と分院を統合した、この地域の人口減少も含めた、中期的なプランというのは、

どのように考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 「このように考えています」というように申し上げられるものはないのですが、先ほども

お話にありました原価計算システムについても、収益があるけど本当に利益があるのかとい

うようなことを可視化して、病院長も申し上げたとおり継続的に評価していって、ダウンサ

イジングということにはなると思うのですが、それをどのように行っていくのか、デザイン

を考えるというように、企業長の方からも年明け前から言われているところでございます。

先ほど、大規模改修、モダリティ更新なども丁寧にご指摘いただいたところではあるのです

が、今のところモダリティ更新につきましては、２００３年に旧病院から持ってきた医療機
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械もかなりありましたので、そういったものを入れ替えるのにまだ手間取っているところで、

今後に向けてどのような医療機械をどれだけ入れていくかということにも触れていかなけれ

ばならないと、認識を新たにしたところでございます。 

 

＜田中企業長＞ 

 先ほど山本委員からお話がありましたように、本院のベッドを一部分院へ移すという話が

出ておりまして、分院に回復期リハビリテーション病棟あるいは地域包括ケア病棟を作ろう

と。ただ、検討しなければならないことは、富津は非常に人口が減っている地域で、４市全

体では微増しているので、新しい病院になれば分院への転院も増やして行けるとは思います

が、１０年後、２０年後を見ると４市の人口は減ってくるので、あまり後の人に負の遺産を

残してもしょうがないので、その辺りは慎重に検討していきたいと思います。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 他にご質問等はございますか。 

 

＜寺口委員＞ 

 先ほど、転院待ちが７０人ということでしたけれども、転院をさせることが前提なのでし

ょうか。今は在宅に戻すという方向で動いているように思います。転院を待つと止まってし

まうので、転院が必要な方は転院するのですが、転院が必要でない方を在宅に戻すような対

応はされているのでしょうか。 

 

＜海保病院長＞ 

 この地域は在宅診療所が段々と増えてきていますので、もちろん在宅に戻せる方は戻すよ

うにしております。以前よりも大分在宅診療所ができてきたので、その辺りの連携はできて

いると思います。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 他にご質問等はございますか。 

 

（意見・質問なし） 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 続きまして、議題（３）「君津中央病院企業団第６次５か年経営計画の見直しについて」、

事務局より説明をお願いします。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 それでは、「第６次５か年経営計画の見直しについて」ご説明いたします。資料は、「資料

４」、「資料５」、「資料６」をご用意ください。はじめに、資料４の計画書の表紙をめくって

いだだきまして、左側の目次をご覧ください。説明の手順ですが、第２章、第１節の「施策

の体系」において、体系自体を変更したものについては、資料５を用いて説明いたします。

同じく、第２節の「行動計画と目標」における、計画値や説明文章等の変更については、資

料６を用いて説明いたします。お時間の都合もございますので、変更箇所の要所のみの説明

とさせていただきます。 

 それでは、資料４の計画書２ページをご覧ください。企業団３事業の「理念・基本方針」
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になりますが本院の基本方針につきまして、患者の視点に立った良質な医療の提供や経営強

化ガイドラインで求められる「機能分化・連携強化」の推進などを踏まえ、見直しを行いま

した。今後は、この理念・基本方針のもと、持続可能な地域医療体制を確保していくために、

本計画を推進していきます。 

それでは、本計画の説明に入りますが、Ａ３縦版の資料５「第６次５か年経営計画の取組

と企業団経営強化プランの対応関係」をご覧ください。はじめに、施策の体系について説明

いたします。本計画の見直し作業については、経営強化プラン達成のための具体的な施策の 

落とし込みと、併せて、計画３年目となる本計画の見直しを行いました。図の左側が本計画、

それに対応する経営強化プランの項番を右側に示しております。ここでは、本計画の体系図

上で追加となる項目や変更となる項目を網掛けし、３種類に分けて示しております。経営強

化プランを受けて新規設定した項目を、破線枠で、本計画自体に新規設定した項目を太線枠

で、項目名称の変更や、体系図において移動した項目を細線枠で示しております。経営強化

プランを受けて新設した項目は、上から順に「Ⅰ 安定的な経営の確保」の「１ 収入の確保」

における「（２）診療単価の向上」、同じく「３ 病院機能の最適化」における「（２）経営形態

の検討」、「Ⅱ 良質で安全な医療の提供」の「４ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時か

らの取組 」と「（１）新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取組」、同じく「６ デジ

タル化への対応 」と「（１）デジタル化への対応」になります。本計画自体に、新設した項

目は、「Ⅰ 安定的な経営の確保」の「２ 支出の抑制」における「（４）その他の費用の抑制」

になります。変更した項目は、「Ⅰ 安定的な経営の確保」の「３ 病院機能の最適化」、「Ⅱ 

良質で安全な医療の提供」の「１ 良質な医療の提供」における「（６）職員定数見直しの検

討」、同じく「Ⅱ 良質で安全な医療の提供」の「８ 分院の施設機能の維持」と「（１）分院の

施設機能の維持」になります。 

続きまして、見直しによる計画目標値等の変更について説明いたします。資料６「第６次

５か年経営計画変更箇所一覧」をご覧ください。左側が見直し後、右側が見直し前となって

おり、下線部が変更した箇所になります。それでは、要所な項目につきまして、説明いたし

ます。はじめに、１ページから３ページにかけまして、これまで小項目で別立てしていた「病

床稼働率の向上」は、「（１）入院及び外来患者数の増」へ、また、「施設基準の取得・維持」

は、「（２）診療単価の向上」へ移動し、大きく患者増と単価向上の２つの施策としてまとめ

ております。「（１）入院及び外来患者数の増」についてですが、評価指標の上から３項目、

本院の「１日あたりの入院患者数」につきましては、現在、コロナの影響で稼働できていな

い一般病床について、効率的に病床を稼動させる計画のもとに設定した目標値になります。

続きまして、２ページの「（２）診療単価の向上」を新設しました。続きまして、５ページ、

６ページにかけての「３ 病院機能の最適化」につきましては、名称を「病院機能の検討」

から「病院機能の最適化」に変更をしており、「（１）病院機能の検討」の各項目に取り組む

ものとし、新たに（２）として「経営形態の検討」を加えました。 

続きまして、８ページの「（６）職員定数の見直し」については、１９ページの「Ⅲ 勤務

環境の整備」から移動したもので、医療機能を維持していく視点から職員定数の検討を行っ

ていくものとしております。続きまして、１１ページの「２ 医療の質の向上」では、附属

看護学校の教育における取組を加えております。続きまして、「（１）教育・研修等の充実」

において、１２ページになりますが「附属看護学校の教育の充実」を取組として追加し、「看

護師国家試験合格率」を指標としました。続きまして、１３ページの「４ 新興感染症の感

染拡大時等に備えた平時からの取組」については、経営強化プランを受けた新設項目であり、

ＢＣＰの策定、近隣医療機関等との連携した訓練の実施、感染防護具等の計画的な備蓄に取

り組んでいきます。続きまして、１５ページの「６ デジタル化への対応」についても、経
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営強化プランを受けた新設項目であり、医療の質や患者利便性の向上のために、デジタル化

やデータ活用を推進していきます。「オンライン資格確認の利用促進」や「サイバー攻撃を想

定したＢＣＰの見直し」などを取組としています。続きまして、１８ページの「８ 分院の

施設機能の維持」については、名称を「分院の整備」から名称変更をしており、「分院建替え」

の項目を「病院機能の最適化」の「（１）病院機能の検討」へ移動したため、ここでは、施設

機能を維持していくために必要な修繕の実施のみの取組となります。 

続きまして、第２章の最後になりますが、１９ページの「Ⅲ 勤務環境の整備」、「（１）医

師の働き方改革への対応」については、右側の見直し前の「医師の働き方改革に対応するた

めの必要医師数の確保」の取組は、８ページの「（５）良質な医療提供のための人材確保」に

おける「医師の確保」の取組に含め、今後は働き方改革を考慮して、医師を確保していくこ

ととしました。「第２章 主要施策」の説明は以上でございます。 

 続きまして、「第３章 財務計画」につきまして、財務課長の小柳から説明いたします。 

 

＜小柳財務課長＞ 

 それでは、財務計画について説明いたします。資料は資料４の３０ページからご覧くださ

い。３０ページは本院の業務予定量と収益的収支計画でございます。令和９年度までの計画

となっています。続いて３１ページは、分院の業務予定量と収益的収支計画となっておりま

す。続いて、３２ページは資本的収支計画、内部留保資金、３３ページは構成市からの負担

金、企業債、経営指標となっており、３４ページまで経営指標が続いております。 

 それでは、３０ページに戻っていただきまして、主な変更点につきまして、どのように見

直したかというところを説明させていただきます。まず、業務予定量、収支計画につきまし

ては、令和３年度、４年度は実績を入れております。令和５年度は今年度の見込を入れてお

ります。令和６年度は先ほど報告いたしました予算案を、７年度以降は６年度予算案を基に

調整しています。本院につきましては、先ほど令和６年度の１日平均患者数は５００人と説

明させていただきましたが、稼働していない病床を段階的に再稼働させていくという前提で

予算を組んでおりますので、令和７年度以降はこれらがフル稼働になるということを前提と

いたしまして５０８人としております。これに伴いまして、医業収益及び給与費は、令和７

年度以降は年次ごとに毎年度１％増を見込んで設定しております。続いて、３２ページの資

本的収支計画でございますが、２８ページでお示ししました「投資額」との同期を取ってお

ります。２８ページの「投資額」については、ただいま申し上げたものと同じように令和３

年度、４年度は実績、令和５年度は見込に置き換えております。令和６年度は先ほど申し上

げた予算案を、７年度以降は６年度予算案を基に調製しています。３２ページの資本的収支

計画もこれに基づいて設定しているものでございます。続いて、３３ページ第７節は、構成

市負担金でございます。先ほどの令和６年度当初予算案では、資本的収入につきましては、

繰入をしないこととしましたが、令和７年度以降の負担金につきましては、令和６年度と同

額を仮定して計上したもので、現時点で欄外の「※」でお示ししておりますように、あくま

でも想定ですが、令和７年度以降の構成市負担金につきましては、令和６年度と同額と仮定

しまして、この中で患者数が増えるということを想定して、収益も上がるというところで、

そこから３条への繰入を令和６年度予算よりも減らし、その分を４条に繰り入れるという前

提でこちらに記載しているものでございます。大きな変更点については以上でございます。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等はございますか。 

 職員定数は増やす方向で検討するのでしょうか。 
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＜石井人事課長＞ 

 職員定数については、増やしたいという思いはあるのですが、現状のことを考えますと、

今ある病床を稼働できるような職員数の維持というところを考えたうえで、医師の働き方改

革等もありますけれども、数年前に医師の働き方改革を検討するときに医師を増員しなけれ

ばならないというところから、職員定数の見直しということを掲げたものではありますが、

全国的に医師が多くいるわけではありませんので、来年度増員できた診療科もありますが、

そういった中で、分院の建て替えも含めた需要を考えたうえで、そこで必要な増員、例えば

そこに絡んでくるのは本院のダウンサイジング等の検討の中に入ってくると思いますけれど

も、そういったことも含めて、現状維持なのか増員するのかを今後検討していきたいと考え

ております。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 では必ずしも増員する方向ではないということですね。これから検討するということです

ね。 

 

＜石井人事課長＞ 

 はい。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

  それから、「経営形態の検討」という項目が新たに入っているのですが、これは全部適用

から独立行政法人化するという意味でしょうか。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 一応、経営形態の見直しということで、一部事務組合だけではなくて、独立行政法人化と

いうことも検討していくということです。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 それは、構成４市の方から言われたわけではなくて、企業団の考えですか。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 経営形態のところに関しましては、企業団としては現時点で全部適用を行っていること、

あるいは新たな進入路とか構成４市と協議することがかなりありますので、そういった意味

では現在の形態が適しているのではないかと考えておりますが、ただし未来永劫そのような

硬直的な考え方では不適切だろうということで、状況によっては全部適用から独法化という、

より適切な経営形態が何であるかを今後もきちんと見極めていくという趣旨のものでござい

ます。もちろん構成４市からもアドバイスを受けております。 

 

＜田中企業長＞ 

 全部適用から独法化という話は全国の自治体病院で一時は流行ったというか、多く聞かれ

ました。我々も頭には入れているのですが、現時点では全部適用で、総務省のデータの修正

医業収支比率を見ると、現在は令和３年度のデータまでが公表されていますけれども、当院

は９６％で、これは色々な独法の病院を比べてもかなり良い方です。これを現時点で我々が

独法にしたら更に良くなっていくかというと、良くなる可能性はあるかもしれませんが、な
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かなか厳しくなる可能性もあるということで、現時点では全部適用の継続、ただし、将来に

わたってそれ一辺倒では当然いけないので、臨機応変に考えていく、そういう余地を残そう

という意味合いになります。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 ありがとうございます。 

 他にご質問等はございますか。 

 

＜髙原委員＞ 

 １９ページの「救急受入態勢の維持」のところで、ＩＣＵの病床利用率と実稼働病床利用

率がすごく開いているのですが、君津中央病院のＩＣＵは救急のＩＣＵなのですか。スーパ

ーＩＣＵなのですか。それとも一般のＩＣＵなのですか。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 施設基準としては、「救命救急入院料４」を届け出ております。 

 

＜髙原委員＞ 

 では、救急の患者以外が入った場合は算定できないということですね。そこで、実稼働病

床利用率との差があるということですよね。船橋市立医療センターも同じ状況なのですが、

非常にこれは問題で、金額で言うと、いわゆるスーパーIＣＵが一番高くて、その次が救急患

者で、一般の患者はガクンと安くなります。ＨＣＵと同じくらいになってしまいます。です

ので、できればスーパーIＣＵにされると、これが同じくらいになってくるのではないかと思

います。一般も救急も算定できるので。施設基準が取れない場合は仕方ないと思いますが。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 はい。 

 利用率が低い要因の一つとしまして、休床をしているということもございます。 

 

＜海保病院長＞ 

 ＩＣＵが１７床あって、今稼働しいているのが１０床ですので、その関係で実稼働病床利

用率を１０床で計算すると７０％くらいになりますが、１７床で計算すると４０％くらいに

なってしまいます。 

 

＜髙原委員＞ 

 実稼働病床利用率とは休床を抜いて計算しているのですね。実際に一般の患者さんがＩＣ

Ｕに入ることもありますよね。そういった加算がとれない患者さんはどのように扱っている

のですか。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 重症患者ではない患者さんについては、一般の７対１の入院料で算定しています。 

 

＜髙原委員＞ 

 そうではなくて、救急の IＣＵだと一回入院した患者さんの具合が悪くなって、ＩＣＵに

入った場合は、加算を算定できないですよね。 
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＜山本修一委員＞ 

 院内 IＣＵの場合は、救命救急入院料だと院内転棟した場合は加算が算定できないですね。 

 

＜髙原委員＞ 

スーパーIＣＵであれば、救急の IＣＵの入院料よりも少し高いので良いのではないかと思

います。ただ、施設要件があるので、もし施設要件が合うのであれば、そこを目指していけ

ばかなり変わると思います。 

 

＜海保病院長＞ 

 当院は１床当たりの面積が足りなくて、一時期改修するという話も出たのですが、なかな

か難しくてできませんでした。 

 

＜髙原委員＞ 

 それは船橋市立医療センターと同じです。 

 

＜山本修一委員＞ 

 それは改修した方が良いのではないですか。 

 

＜海保病院長＞ 

改修するためには、一定期間使えなくなってしまうので。 

 

＜山本修一委員＞ 

 それはもちろん。 

 

＜海保病院長＞ 

 その辺りのことと、コロナ禍もあってできていませんでした。 

 

＜髙原委員＞ 

 もしできるのであれば、ＩＣＵの要件に足りない患者さんはＨＣＵに回せば、加算が取れ

るので良いのかなと思ったのですが。 

 

＜山本修一委員＞ 

 同じ箇所で、ＨＣＵの稼働率が５割を切っていますが、これはどういった理由ですか。看

護師が足りなくて回しきれないのか、あるいは患者の運用が上手くいかなくて空いてしまっ

ているのか、この辺りはどうなのでしょうか。 

 

＜相原経営企画課長＞ 

 現在ＨＣＵは、救急で受け入れた患者さんの病床としていて、１泊の経過観察などの患者

さんを受け入れる病床として使っております。 

 

＜山本修一委員＞ 

 IＣＵとの重症度に応じた運用をきっちりお考えになった方がよろしいでしょう。ＨＣＵは、

基本は常に満床にしておいて、押し出し、押し出しで回していかないと、もし病床数に対す
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る看護師を貼り付けているのだとしたら、その分の人件費を固定費で食われてしまいます。

常時満床で次の患者が来たら必ず押し出すという、要するに１００％を目指して、先ほどの

ＩＣＵとの運用の一環で考えていく必要があるのではないかと思います。 

 

＜海保病院長＞ 

 現状の使い方としては、夜間の救急入院用にＨＣＵを使っているので、ＨＣＵを満床にし

ておくと夜間に一般病棟へ押し出すということになってしまいます。 

 

＜髙原委員＞ 

 アキュートケアユニット（ＡＣＵ）というものがあるのですが、ご存じでしょうか。ここ

は単価がすごく高くて、１０万円くらい入ります。ＨＣＵよりも良くて、レベルは救急患者

だったらＨＣＵレベルの患者さんでも入れられます。船橋市立医療センターも早速７床作り

ました。一般個室に入れるような患者さんをそこに入れて、看護単位は分けなくてもよくて、

師長を置かなければならないとか、勤務室を作らなければならないといったこともありませ

ん。もしできれば、救急の患者を入れるだけだったら検討されるといいかもしれません。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 病床再編の取組ということで、今色々なところで休床が発生したり、あるいは今後のダウ

ンサイジングも含めた色々な検討をしている中で、ＨＣＵ、ＩＣＵに関しては、救命救急入

院料３の対象患者のＨＣＵ在棟期間とか、あるいはＨＣＵ、ＩＣＵ病棟におけるＳＣＵ機能、

こういったものも一応検討の対象にしております。今のご指摘の中に含まれるのでしょうけ

れども、夜間の救急患者の受入れ病棟としての機能を以前は、夕方までに一旦０床にして夜

の救急で満床になって、次の朝に一般病床に移すというサイクルで９割くらいのＨＣＵ稼働

率を計上していた時期がありました。その後に IＣＵもＨＣＵも看護師が退職するとその後

に看護師を充てることに窮しているところがあって、それが続いているということもありま

す。病床のことは色々とご提示いただいたので、そういったことも含めて急性期の病床を考

えていきたいと思います。 

  

＜山本恭平委員長＞ 

 他にご意見等はございますか。 

 

＜寺口委員＞ 

 休床している病床がどこなのかが見えないので、適正な人員かどうかが判断できません。

７対１はその時の入院患者数に対して配置すればよいですが、ＩＣＵになると開けている病

床に対しての看護師数を確保しなければならないので、そういったところが計算できないの

ですが、もし休床されているのであれば、その辺りもしっかりとお考えいただき、そして、

看護師確保に関してもその辺りがすごく影響してくると思いますので、もう少しわかるとい

いなと思って拝見しておりました。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 資料に関しては、ご指摘のとおりだと思います。現在どこに休床があるかといいますと、

整形病棟と消化器病棟の２病棟です。また、先ほど申し上げましたが、出生数が低下してい

ることによって小児病棟はかなり患者数が少ないです。その分看護師数も制限を掛けていま

す。ＧＣＵについては許可病床に対して５０％程度の稼働率となっております。そういった
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病棟は、看護師を別の部署に移して、制限して配置しているのですが。現在その辺りについ

てきちんと整理ができていない状況となっています。今ご指摘がございましたが、そういっ

たところを明確にしていく必要があると考えております。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 ありがとうございます。 

 他にご質問等はございますか。 

 

＜山本修一委員＞ 

 働き方改革の対応の一つとして、特定行為研修修了看護師の活用がうたわれていますが、

現状、特定行為研修を修了した看護師は本院に何人いて、そのうち実際に特定行為を実施し

ている看護師は何％くらいいるのでしょうか。また、これを今後どのように増やしていくプ

ランをお持ちなのでしょうか。 

 

＜北看護局長＞ 

 特定行為研修を修了した者は６人おります。そのうち、手順書を基に活動している者が３

人ですので、半数が特定行為を行っている状況です。今後は、毎年１人ずつ増やしていく予

定です。 

 

＜山本修一委員＞ 

 この規模の病院で毎年１人という数字については、病院としてどのようにお考えなのでし

ょうか。恐らく、急性期だから医師確保といっても大学はそんなに人を出さないと思います

ので、その辺りはどのようにお考えなのでしょうか。院内の体制が追い付かなくて１人なの

か。 

 

＜北看護局長＞ 

 研修が追い付かないということもありますが、求められている特定行為がまだまだ増えて

いないというのが現状ではあります。 

 

＜寺口委員＞ 

 求められてからやるのでは遅いので、特定行為でやれることを出していって、それに必要

な特定行為研修修了者を育成していくことが重要だと思います。資料を見ていると、認定看

護師のＢ過程という特定行為研修が付いている認定看護師の研修を受けるような計画なので

しょうか。特定行為研修のみの研修を受けさせる計画がないので、全体的に看護師が少なく

特定行為研修を修了した看護師を活用するところまでいかないのかもしれないですけれども、

必要とされてから配置するのでは間に合わないので、もう少ししっかり特定行為医研修修了

看護師を増やしていっていただきたいと思います。 

 

＜山本修一委員＞ 

 この問題は看護師だけでやるというよりは、ドクターサイドの理解も非常に重要なので、

ドクター側がプッシュして、研修はドクターの協力が無いとできないですし、それから往々

にして「なぜ医師がそこまでやらなければならないのか。初期研修医の教育だけでも大変な

のに」というような声が出てくるのですが、最終的に人数を増やすと医師が一番恩恵を被る

ことは間違いないと思います。この病院の規模だと２０人以上は活躍する余地があると思い
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ます。救急やＩＣＵ、通常の病棟も多いので、その辺りは積極的に取り組まれると、病院全

体が活性化されるのではないかと感じる次第です。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 他にご意見等はございますか。 

 

（意見・質問なし） 

 

＜山本恭平委員長＞ 

それでは、議題（３）「君津中央病院企業団第６次５か年経営計画の見直しについて」は、

終わりにしたいと思います。 

続きまして、議題（４）「その他」についてですが、事務局の方からは何かございますか。 

 

＜竹下事務局長＞ 

 事務局からは特にございません。 

 

＜山本恭平委員長＞ 

 それでは、本日の議題は全て終了いたしました。議事進行にご協力いただき、ありがとう

ございました。 

それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

＜佐伯事務局次長＞ 

 長時間にわたりご議論いただきまして、ありがとうございました。 

それでは、以上を持ちまして、令和５年度第２回君津中央病院企業団運営委員会を終了い

たします。 

本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 （１６時１５分閉会） 


